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第２節　代替区画等
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第１　代替区画等と防火ダンパーの種別及び連動に関する基準

種　別

スプリ ンクラ ー設備 １　排煙設備のダクト

山　 室内に排煙囗があ る場合

防火 ダンパーはＨＦＤ とし， 原則

として区画貫 通部に設けるものとす

る。 ただしH  F D の検査囗を設 け

るなど， やむを 得ない状況 により 区

画貫通部に設けられない場 合におい

ては， 区画貫 通部に近接した位置に

設けるものとし， 区画貫通 部からＨ

ＦＤ までのダクトにおいてはt  =0.6

以上とし耐火被覆を施すものとする。

なお，区画貫通部のダ クトをt  =1.5

以上 とした場合においては，耐火 被

覆は不要とする。

（2） 室内に排煙囗がない場合

代 替区 画 内部 分 のダ クト はt ＝

1.5以 上と し耐火 被覆を 施す もの と

する。

２　排煙設備以 外のダクト

ＳＦＤ 又はF  D

別棟と みなすことができる渡り廊下洞道 S  F D

中央防災管理室 ＳＦＤ 十手 動

不燃専用室・不燃共用室（ポンプ室， 避

難器具，非常電源）

不燃区画室（変電・発電・蓄電池設備，

少量危険物， 指定可燃物）

ＳＦＤ 又はF  D

放送室

サウナ室
（ＳＦＤ又 はＦＤ） 十手 動

連結散水設備 水平 →SFD, 他→ＳＦ Ｃ又はF  D

泡・不活性ガ ス・ハロゲ ン化物・粉末消

火設備

起動装置と連動



２　 連　 動

圄 Ｈ　第１　代替区画等と防火ダンパーの種別及び連動に関する 基準

凡例等

・　 建築物 は耐火建築物であること。

・　 竪穴区 画が要求されること（例５を除く。）。

・　 図中左端 の吹抜け は竪穴区画とみなす。

厂 ‾ コ ニ ニ1 耐火構造等の防火区画（異種用途区画除 く。）

F原図 蒭蒭蒭諂 異種用途区画

Ｆこ＝＝こ＝FFI　 スプリ ンクラ ー設備又は連結散水設備の代替区 画

S FD,  Q　　 煙感知器連動温度ヒューズ付防火ダンパー

FD,  ･　　 温度ヒューズ付防火ダ ンパ ー

圉

に一

例 １　 防 火 区 画
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[S]|又は[忌 感知

[S]3感知

固4 又は[S]5 感知

匳]6感知

[S]7又は四8 感知

囲9 感知

イ ，０ ，八及び二閉鎖

八及び二閉鎖

ホ ，へ ，卜及びチ閉鎖

卜及びチ閉鎖

リ ，ヌ ，ル及びヲ閉鎖

ル及びヲ閉鎖

１ ．２ 図 １
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例 ２　 例 １の 防 火 区 画 十 スプ リ ン クラ ー代 替 区 画

GL

[SI 又は 凹2感知 イ，０，八及び二閉鎖

[S3 感知　　　　 八及び二閉鎖

[S4 又は 匳5感知 ホ，へ，卜及びチ閉鎖

[S6 感知　　　　　卜及びチ閉鎖

[S7 感知　　　　 リ，ヌ，ル及びヲ閉鎖

[S8 感知　　　　 ル，ヲ，ワ及び力閉鎖

[S9 感知　　　　 ワ及び力閉鎖

１．２ 図 ２

例 ３　 スプ リ ン ク ラ ー設 備 代 替 区 画
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口 ，リ及び ヌ閉 鎖

口 ．八．二 ．リ及びヌ閉鎖

リ及び ヌ閉 鎖

[S]5又は 圀6 感知　 ホ及び へ閉鎖

囲8 又はLS]9 感知　 卜 及びチ閉鎖

１ ．２ 図 ３
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例４　スプリンクラー設備代替区画
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[S1 ，[S]2又 は[S3 感知 イ及び 口閉 鎖

[S4 又は四5 感知　　 八及び 二閉 鎖

[S6 感知　　　　　　 ホ及び へ閉 鎖

(ホ，へがＦＤだと ，八 ，二閉鎖要)

[S7 感知　　　　　　　 卜，チ ，リ及びヌ閉 鎖

[司8 感知　　　　　　　 リ，ヌ，ル，ヲ，卜及ぴ チ閉鎖

[Sd9 感知　　　　　　 ル，ヲ，卜及びチ閉 鎖

１．２ 図 ４

例 ５　 スプ リ ン ク ラ ー設 備 代 替 区 画

[s. ，[S2又は庖3 感知 イ及び口閉鎖

[S4 感知　　　　　　　イ，０，八及び二閉鎖

膕5 感知　　　　　　　八，二，ホ及びへ閉鎖

泗6 感知　　　　　　　ホ及びへ閉鎖

注1　卜， チはS56.6.1建告1097第一の一( 一) に該当する場合はSFD

該当しなければ, SFD 又はＦＤでよい。
注2　jヽ ， チがＳＦＤの場合

[SにLS2 又は四3感知で|ヽ 及びチ閉鎖

固4 ，[S5又は[S]6感知でイ及び口閉鎖

１．２ 図 ５
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例 ６　 連 結 散 水 設 備 代 替 区 画

[Sil ，[S2又 は[S]3感知

凶4 ，[S5又 は[S]6感知

[S7 ，[S8又 は[S]9感知

[SlO 又は[泓 感知

例 ７　 連 結 散 水 設 備 代 替 区 画

イ及び口閉鎖

八及び二閉鎖

ホ及びへ閉鎖

卜閉鎖

．２ 図 ６

[S1 ，[S2又は 圓3 感知　 八及び二閉鎖

囘4 ，[SJ5又は[S6 感知　 ホ及びへ閉鎖

07  . [S|≪又は[S9 感知　 イ及び口閉鎖

１ ．２ 図 ７
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。３　 煙 感知 器 の 設 置基 準( 防火 区 画 に関 する 部 分 を 除 く。)

(1) 煙 感 知 器 ， 連 動 制 御 器， 自 動 閉 鎖 装 置 及 び 予 備 電 源 を 備 え た もの で あ る こ

と。

(2) 煙 感 知 器 は ， 次 に掲 げ る 場 所 に 設 け る もの で あ る こ と。

ア　 間 仕 切 壁 等 で 区 画 さ れ た 場 所 で， 当 該 ダ ンパ ー に 係 る 風 道 の 換気 口 等 が

あ る場 所

イ　 壁( 天井 か ら50cm 以 上 下 方 に 突 出 し た垂 れ 壁 等 を 含 む。) か ら60cm 以 上

離 れた 天 井 等 の 室 内 に 面 す る 部 分

ウ　 規 則23 ④(1)二 の(イ)か ら(刊以 外 の 場 所

注( イ)から ㈲の場 所 には， 補償式又 は定 温式 の感 知器 で， 定 温点 又は 特種 の公 称

作動温度 がそれぞれ60°Ｃから70°Ｃまで のもの( ボイ ラー室， 厨房等最高周囲温度 が

50°Ｃを超え る場所にあっては，当該 最高周囲温度よ り20で 高い定温点又は公称作 動

温度の もの｡) を設けること。

(3) 連 動 制 御 器 は， 次 に 定 め る もの で あ る こ と。

ア　 煙 感 知 器 か ら 信 号 を受 け た 場 合 に 自 動 閉 鎖 装 置 に 起 動 指示 を与 え る も の

で ， 随 時 ， 制 御 の 監 視 が で き る もの で あ る こ と。

イ　 火 災 によ る熱 によ り 機 能 に 支 障 を き た す お そ れ が な く， か つ， 維 持管 理

が 容 易 に行 え る もの で あ る こ と。

ウ　 連 動 制 御 器 に 用 い る電 気 配 線 及 び 電 線 は， 次 に定 め る もの で あ る こ と。

(ア)S 45.12.28 建 告1829 の 二 及 び三 に定 める 基 準 によ る もの と す る こ と。

(イ) 常 用 の 電 源 の 電 気 配 線 は， 他 の 電 気 回 路( 電 源 に 接 続 す る 部 分 及 び令

7 ③(1)に 規 定 す る 自 動 火 災 報 知 設 備 の 中 継 器 又 は受 信 機 に 接 続 す る 部 分

を 除 く。) に接 続 し な い もの と し， か つ， 配 電 盤 又 は 分 電 盤 の 階 別 主 開

閉 器 の 電 源 側 で 分 岐 し て い る もの で あ る こ と。

(4) 自 動 閉 鎖 装 置 は ， 次 に 定 め る もの で あ る こ と。

ア　 連 動 制 御 器 か ら起 動 指 示 を受 け た 場 合 に ダ ンパ ー を 自 動 的 に 閉 鎖 さ せ る

も ので あ る こ と。

イ　 自動 閉 鎖 装 置 に用 い る 電 気 配 線 及 び 電 線 は， 前 記(3)ウ に定 め る も の で あ

る こ と。

(5) 予 備 電 源 は ，S 45.12.28 建 告1829 の 四 に 定 め る基 準 に よ る こ と。

。４　 温 度 ヒ ュ ー ズ の設 置基 準( 防火 区 画 に関 する 部 分 を 除 く。)

(1) s 48.12.28 建 告2565 の 三 口(2)に適 合 す る こ と。

(2) 開 放型 廊 下 に面 す る 部分 の区 画 貫 通 部 の 防火 ダ ンパ ー は， Ｆ Ｄ で可 とす る。


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6

